
平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 東広島市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：東広島市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人養成・活動支援体制の検討及び普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民後見人養成・活動支援体制の検討＞  

  市民後見人の養成や、その活動を支援する体制整備の検討を行う 

（委員会の開催） 

 構成員：弁護士・司法書士・税理士・行政書士・社会福祉士 

     東広島市介護支援専門員連絡協議会・学識経験者・医師 

     東広島市社会福祉協議会常務理事・東広島市（福祉部長） 

   

 

 

 ＜普及啓発＞ 

  権利擁護や社会貢献に対する意欲の高い一般市民を対象に、講演会を開

催する。※別紙パンフレット参照 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 平成27年2月 市民を対象とした権利擁護セミナー開催 

         権利擁護センター運営委員会の開催     

 

備      考 

 

 

 




